
大阪市まちかど広場整備事業 

従前建築物除却制度補助金交付要綱 

 

制  定  平成 21 年３月 31 日 

最近改正   令和８年４月１日 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、大阪市まちかど広場整備事業実施要綱に基づくまちかど広場の整備に際して、 

まちかど広場を整備しようとする用地（以下「整備用地」という。）に存する従前の民間老朽建築

物を土地所有者等が除却する場合に、除却に要する費用の一部を大阪市が補助することに関し、大

阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、用語の定義は大阪市まちかど広場整備事業実施要綱（以下「実施要綱」と

いう。）に定める意義と同一とするほか、次の各号に定めるところによる。 

（１）老朽建築物 別表１（１）の要件を満たす老朽建築物をいう。 

（２）補助事業者 次のいずれかに掲げる者で、別表１（２）の要件を満たし、この要綱に基づき、

補助事業を行い、まちかど広場整備事業従前建築物除却制度補助金(以下「補助金」という。)

の交付を受けようとするものをいう。また、補助金を交付した後にあっては、補助金の交付を

受けた者とする。 

    ア 補助対象となる老朽建築物の所有権を有する者（以下「建物所有者」という。）。ただし、

建物所有者が複数いる場合は、他の建物所有者全員の承諾を得た者に限る。 

イ 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、借地権若しくは使用貸借による権利を

有する者（以下、「土地の所有権等を有する者」という。）。ただし、建物所有者全員の

承諾を得た者で、かつ、土地所有権等を有する者が複数いる場合は、他の土地所有権等を

有する者全員の承諾を得た者に限る。 

ウ 建物所有者又は土地の所有権等を有する者の配偶者又は一親等内の親族。ただし、建物所

有者の配偶者又は一親等内の親族で建物所有者が複数いる場合にあっては、他の建物所有

者全員の承諾を得た者に限り、土地所有権等を有する者の配偶者又は一親等内の親族にあ

っては、建物所有者全員の承諾を得た者で、かつ、土地所有権等を有する者が複数いる場

合は、他の土地所有権等を有する者全員の承諾を得た者に限る。 

 

（補助の対象及び補助率） 

第３条 この要綱において補助の対象とする事業は、実施要綱第３条に定める要件を満たし、整備用地

に存する従前の老朽建築物を除却する事業（以下「補助事業」という。）とする。 

２ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、老朽建築物の除却及び除却後の敷均

しに要する費用（以下「除却整地費」という。）とする。ただし、消費税等相当額及び他の大阪市

等の補助事業で補助を受ける部分にかかる費用は除く。 

３ 大阪市長（以下「市長」という。）は、補助事業者に対して、予算の範囲内において、補助対象経

費の５分の４以内、かつ、別表２に掲げる補助限度額の５分の４以内を補助することができる（２

千円で割り切れる数値に切り捨て）。 

４ 前項にかかわらず、市長は、補助事業者に対して、予算の範囲内において、実施要綱別表１の下線

部分の区域に係る補助事業について、補助対象経費の３分の２以内、かつ、別表２に掲げる補助限

度額の３分の２以内を補助することができる（２千円で割り切れる数値に切り捨て）。 

 

（補助金の交付申請及び決定） 

第４条 補助事業者は、補助事業に係る工事契約予定日の 40 日前、かつ、契約予定日の属する年度の

12 月 28 日（本市の定める休日である場合には、同日以前の直近の休日ではない日。）までに、補助

金交付申請書（様式１）に別表３に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。ただ



し、交付申請までに工事契約した場合であっても、工事に未着手であることを証明できるときは、

本項本文の「工事契約」及び第４項第１号の「工事契約」を「工事着手」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定通知日の属する年度の２月末日（本市の定める休日で

ある場合は、その日以前の直近の休日でない日）までに第９条の除却完了報告を提出できない場合

は、申請することができない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合において、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査により、申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。) に違

反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、補助事業に適合しているかどうか等を審査

し、この要綱に適合し、補助金を交付すべきと認めたときは補助金の交付を決定することができる。 

４ 市長は、第３項の規定により補助金の交付を決定するにあたって、次の各号に掲げる条件を付すも

のとするほか、必要な条件を付することができる。 

（１） 補助事業に係る工事契約は、第５条第１項の規定による補助金の交付決定通知日以降とする

こと。 

（２）補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更をする場合（次に掲げる変更等に限る。）

には、市長の承認を受けること。 

ア 用途・形式、棟数、住戸数又は事業期間等の変更  

イ 補助金の額の変更 

（３）補助事業を廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（５）市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又

はその担当職員に該当補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検

査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。 

５ 市長は、第３項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金を交

付しない旨の決定をすることができる。 

６ 市長は、補助金の交付申請が到達してから 40 日以内に補助金の交付決定又は交付しない旨の決定

をするものとする。ただし、申請書に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。 

 

（交付決定の通知） 

第５条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式２）により速やかにそ

の決定の内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書（様式２－２）によ

り速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第６条 補助事業者は、前条第１項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこ

れに付された条件に不服があるときは、補助金交付申請取下書（様式３）により、交付決定通知書

を受けた日の翌日から起算して 10日以内に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみな

し、補助金交付申請取下承認通知書（様式４）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の工事着手） 

第７条 補助事業者は、第４条第１項の規定による交付申請における工事契約予定日にかかわらず、第

５条第１項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事契約しなければならない。 

２ 第４条第１項ただし書の規定に基づき交付申請を行う場合について、補助事業者は当該交付申請に

おける工事着手予定日に関わらず、第５条第１項の規定による補助金の交付決定通知日以降に工事

着手し、速やかに工事着手届（様式２―１）により工事着手日を市長に届け出なければならない。 

３ 補助事業者は、第８条第１項ウの規定に基づき補助金交付変更承認申請を行う場合は、同条第２項

第２号の規定による補助金交付変更承認通知日以降に当該変更部分の工事に着手し、速やかに工事

着手届（様式２―１）により工事着手日を市長に届け出なければならない。 

 

 



（補助事業の変更及び廃止等） 

第８条 補助事業者は、補助事業について次の各号に係る事業内容を変更する場合等においては、次表

の第一欄に掲げる場合のときは、第二欄に定める様式を別表３で定める書類を添付して、第三欄に

定める期日（本市の定める休日である場合は、同日以前の直近の休日でない日）までに市長に提出

しなければならない。 

（１） 用途・形式、棟数又は、住戸数 

（２） 事業期間の変更 

（３） 補助金の額の変更 

（４） 補助事業の廃止 

（５） その他、市長が必要と認める事項 

 

２  市長は、前項による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、申請書が到達してから 30

日以内（申請書に不備があり、訂正等にかかる日数は除く。）に承認の可否を決定し、次の各号に

掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる様式によりその旨を補助事業者に通知するものとする。 

（１） 除却事業計画変更等承認申請の提出があった場合において、変更を承認したとき 除却事業

計画変更等承認通知書（様式６） 

（２） 補助金交付変更承認申請書の提出があった場合において、変更を承認したとき 補助金交付

変更承認通知書（様式８） 

（３） 補助事業廃止承認申請書の提出があった場合において、廃止を承認するとき 補助事業廃止

承認及び交付決定取消通知書（様式 10） 

（４） 前４号において変更もしくは廃止を承認することが不適当であると認めたとき 不承認通知

書（様式 11） 

３  市長は、補助事業者が第１項に該当しながら申請又は届け出を怠った場合、交付決定取消通知書

（様式 12）により補助事業者に補助金の交付決定を取消す旨の通知をするものとする。 

 

（完了報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた補助事業を完了した補助事業者は、その旨を除却完了報告書（様式

13）に別表３に掲げる書類を添付のうえ事業期間内、かつ、補助金の交付決定通知日の属する年度

の２月末日（本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日）までに市長に報

告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条 市長は、前条に規定する報告を受けた場合は、当該報告の内容を審査するとともに、必要に

応じて現地の調査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金の額の確定

通知書（様式 14）により補助事業者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

第 11 条 市長は、第９条に規定する報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付

 第一欄（場合） 第二欄（様式） 第三欄（期日） 

ア 第１号又は第５号の変更 

除却事業計画変更

等承認申請書（様

式５） 

速やかに 

イ 

第２号、第３号又は第５

号の変更（ただし、次項

「ウ」の場合を除く。） 

補助金交付変更承

認申請書（様式

７） 

決定通知日の属する年度の２月末日 

ウ 

第３号の変更（変更申請

額が既交付決定額を超え

る場合） 

補助金交付変更承

認申請書（様式

７） 

交付決定通知日の属する年度の12月28日かつ

当該変更部分の工事着手予定日の30日前  

エ 第４号の変更 
補助事業廃止承認

申請書（様式９） 
決定通知日の属する年度の２月末日 



決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これらに適合させるために必要な

措置をとるよう補助事業者に指示することができる。 

 

（補助金の交付の請求及び交付） 

第 12条 第 10条に規定する通知を受けた補助事業者は、速やかに、かつ、補助金の交付決定通知日の

属する次の年度の４月末日（本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日）

までに補助金の交付の請求を市長にしなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付

するものとする。 

３  市長は、第１項の請求があった場合、請求があった日から 30 日以内に口座振替により補助金を支

払うものとする。ただし、請求に不備があり、訂正等に要する日数は除くものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 13 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は

一部を取消すことができる。 

（１）偽りその他不正の行為によって補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

（３）国土交通省制定に係る「社会資本整備総合交付金交付要綱」若しくは「住宅市街地総合整備

事業補助金交付要綱」又は大阪府制定に係る「大阪府密集住宅市街地整備促進事業補助金要

綱」に基づく国又は大阪府の大阪市に対する交付金等の交付決定が取り消される等して、大阪

市が国又は大阪府から当該交付金等の交付を受けられない又は交付後返還を求められたとき。 

（４）前３号のほか、この要綱に違反したとき。 

２ 市長は、前項の取消しをした場合は、補助金交付決定取消兼返還請求書（様式 16）により補助事

業者に通知する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 14 条  市長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じ

たときは、規則第９条に基づき、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の

内容若しくはこれに付した条件の変更をすることができる。 

２ 市長は、前項の取消し又は変更を行った場合は、補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書

（様式 15）により補助事業者に通知する。 

 

（他制度との併用） 

第 15 条  他の公的融資又は補助金等を併せて受けようとする補助事業者は、事前に市長と十分協議を

行い、その指示に従わなければならない。 

２  市長は、前項の指示を行うにあたっては、他の公的融資又は補助等を行う機関と調整を図るものと

する。 

 

（補助事業の遂行） 

第 16条  補助事業者は、規則第 10条に基づき、補助事業を遂行しなければならない。 

 

（遂行指示等） 

第 17 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、補助事業者に対し

て必要な指示を行い、又は報告を求め、若しくは職員をして補助事業者に係る物件及び設計図書等

の書類を実地検査させ、又は必要な指示をさせることができる。 

２ 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を遂行して

いないと認めたときは、これらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することができる。 

３ 市長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該事業者に対して補助事業の一部の停止を

求めることができる。 

 

（状況報告） 

第 18 条  市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行に関する報告を求



めることができる。 

 

（理由の提示） 

第 19 条  市長は、補助金の交付決定の取消し、補助事業の遂行の指示又は補助事業の是正のための措

置の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 20 条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定取消兼返還請求書（様式 16）により期限を定

めて、その補助金の返還を求めるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 21条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、規則第 19条に基づき、

加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

（関係法令の遵守等） 

第 22 条  補助事業者は、法令等を遵守するとともに、良好な住環境等を確保するため、当該補助事業

の敷地内又はその周辺で、実施又は実施が予定されている公的事業の所管部署と十分協議を行い、

その指示に従わなければならない。 

  

（代表申請者の選任及び責務） 

第 23 条 複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合は、そのうちから代表申請者を選出し、

この要綱に基づく権利、義務、手続等すべての事柄について代表申請者に委任するものとし、かつ

代表申請者と協力して、この要綱に定める事柄を責任を持って遂行しなければならない。この場合

において、当該代表申請者が行った行為は、すべての補助事業者が行った行為とみなす。 

２  市長は、複数の補助事業者により補助事業を行おうとする場合における補助金の交付申請から支払

いに至るまでの手続き、及び補助金の返還に関して、すべて代表申請者を相手方とする。 

 

（関係書類の整備） 

第 24 条  補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助

金の額の確定通知日から５年間保存しなければならない。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成 21年３月 31日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



附 則 

１ この要綱は令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後

の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後

の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は令和６年 11月 20日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後

の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後

の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に定める様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、改正後

の要綱に定める様式により作成した用紙として使用することができる。 

 


